
   奄美市漁業経営安定化支援事業補助金交付要綱  

 

（目的）  

第１条  この要綱は，燃油価格の高騰等による漁業経費の増加 ，魚価の

低 迷 等 に よ る 漁 業 収 入 の 減 少 な ど に よ り 経 営 状 況 が 悪 化 し て い る 漁

業者に対し，漁業の継続的経営の安定を図るため，予算の範囲内にお

いて奄美市漁業経営安定化支援事業補助金（以下「補助金」という。）

を交付するものとし，その交付について，奄美市補助金等交付規則（平

成 18年奄美市規則第 40号）に定めるもののほか，必要な事項を定める

ものとする。  

（補助対象者）  

第２条  補助金の交付を受けることができる漁業者は，次の各号に定め

る者とする。  

(１ ) 名瀬漁業協同組合及び奄美漁業協同組合（以下「漁協」という。）

に所属し，市内に住所を有する正組合員  

(２ ) 直近の３年間のうち１年以上で水揚金額 が 40万円を超える者  

(３ ) 市税その他の本市に納付すべき債務を滞納していない者  

 （補助対象経費及び補助額）  

第３条  補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は，事業申請年度中に要した経費で次に掲げるものとする。ただし，

第１号及び第２号については，名瀬漁業協同組合，奄美漁業協同組合

笠利本所及び住用支所において購入したものに限る。  

 (１ ) 水産動植物の漁獲に必要となる漁具，機器，餌及び氷  

 (２ ) 船舶の機器及び修繕に必要な部材  

 (３ ) 漁業経営セーフティーネット構築事業に係る積立金  

 (４ ) 全国漁業共済組合連合会の共済に係る掛金  



２  補助額は，補助対象経費の２分の１以内とする。ただし，１人当た

り 10万円を上限とする。  

３  前項の場合において，算出された補助金の額に 100円未満の端数が

生じたときは，これを切り捨てた額とする。  

 （交付申請）  

第４条  補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）

は，奄美市漁業経営安定化支援事業補助金交付 申請書に，次に掲げる

書類を添えて市長に申請しなければならない。  

(１ ) 収支予算書  

(２ ) 漁業者別購入計画一覧表  

(３ ) 水揚げ証明書  

(４ ) その他市長が必要と認める書類  

２  前項の規定にかかわらず，交付申請者は，委任状により漁協に申請

等を委任することができるものとする。  

３  前項の規定により委任を受けた漁協は，一括して市長に申請するも

のとする。  

 （交付の決定）  

第５条  市長は，前条の申請があった場合は，その内容を審査し，補助

金を交付することが適当であると認めたときは，補助金の交付を決定

し，奄美市漁業経営安定化支援事業補助金交付決定通知書により交付

申請者又は漁協に通知するものとする。  

（実績報告）  

第６条  交付申請者は，毎年３月 31日までに当該年度の奄美市漁業経営

安定化支援事業補助金実績報告書に，次に掲げる書類を添えて市長に

提出しなければならない。  

(１ ) 収支精算書  



(２ ) 漁業者別購入実績一覧表  

(３ ) 補助金支出実績書  

(４ ) その他市長が必要と認める書類  

（補助金の確定）  

第７条  市長は，前条の規定による実績報告書を受理した場合は，その

内容を審査し，補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは，

交付すべき額を確定し，奄美市漁業経営安定化支援事業補助金交付確

定通知書により交付申請者又は漁協に通知するものとする。  

（請求及び交付）  

第 ８ 条  前 条 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 が 補 助 金 を 請 求 し よ う とす

るときは，奄美市漁業経営安定化支援事業補助金請求書を市長に提出

しなければならない。  

２  交付申請者が補助金の概算払を受けようとするときは ，奄美市漁業

経 営 安 定 化 支 援 事 業 補 助 金 概 算 払 申 請 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な

らない。  

３  市長は，前項に規定する書類の提出があったときは，その内容を審

査し，概算払することが適当であり，かつ，財政経理上支障がないと

認めたときは，当該補助金の交付決定額の範囲内において補助金を交

付し，奄美市漁業経営安定化支援事業補助金概算払交 付通知書により

交付申請者に通知するものとする。  

（取消し等）  

第９条  市長は，交付申請者が，次の各号のいずれかに該当する場合に

は，交付の決定を取り消し，又は既に交付した補助金の全部若しくは

一部の返還を求めることができる。  

(１ ) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。  

(２ ) その他この要綱の規定に違反したとき。  



（様式）  

第 10条  この要綱の施行に必要な様式等は，別に定める。  

（その他）  

第 11条  この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。  

 

   附  則  

 この要綱は，令和４年４月１日から施行する。  


